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請願・陳情の取り扱いについて

令和５年６月２９日改訂 

請願の場合 陳情の場合

請願書の提出 陳情書の提出 

➊

議長が受理 議長が受理 

議会運営委員会で付託先を決定 議会運営委員会で取り扱いを協議 
配付

閲覧

なし 
❷ 

   

委員会に付託 委員会に付託 参考 

配付 

   

付託先委員会において審査 付託先委員会において審査 

本会議にて委員会審査報告 

❸ 

本会議で表決 
(意見書・決議の場合) 

本会議で表決 

提出者に結果報告 提出者に結果報告 

なお、議員の任期満了等に伴い、市議会議員の選挙が行われた場合は、それまで継続審査

とされていた請願・陳情は、すべて審議未了となり、新しい市議会には継続されません。 

   引き続き市議会に請願・陳情を希望する方は、改めて提出し直す必要があります。 

※陳情書に他人

の個人情報など

が含まれるおそ

れがある場合


